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再

掲

○
福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

薬

務

課)

一

○
薬
事
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

薬

務

課)

二

福
岡
県
公
告
式
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
六
月
一
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
三
十
二
号

福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
八
十
九
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
一
一
の
項
下
欄
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、
リ
か
ら
ソ
ま
で
を
チ
か
ら
レ
ま
で
と
し
、
同
欄

ツ
中

｢

申
請
書｣

の
下
に

｢
(

既
存
薬
種
商
、
既
存
配
置
販
売
業
者
及
び
特
例
許
可
旧
卸
売
一
般
販
売

業
者
に
係
る
も
の
を
含
む
。)

｣

を
加
え
、
同
欄
中
ツ
を
ソ
と
し
、
同
欄
ネ
中

｢

申
請
書｣

の
下
に

｢

(

既
存
薬
種
商
、
既
存
配
置
販
売
業
者
及
び
特
例
許
可
旧
卸
売
一
般
販
売
業
者
に
係
る
も
の
を
含
む
。

)
｣

を
加
え
、
同
欄
中
ネ
を
ツ
と
し
、
同
欄
ナ
中

｢

許
可
証｣

の
下
に

｢
(

既
存
薬
種
商
、
既
存
配
置

販
売
業
者
及
び
特
例
許
可
旧
卸
売
一
般
販
売
業
者
に
係
る
も
の
を
含
む
。)

｣

を
加
え
、
同
欄
中
ナ
を

ネ
と
し
、
同
欄
ラ
中

｢

許
可
証｣

の
下
に

｢
(

既
存
薬
種
商
、
既
存
配
置
販
売
業
者
及
び
特
例
許
可
旧

卸
売
一
般
販
売
業
者
に
係
る
も
の
を
含
む
。)

｣

を
加
え
、
同
欄
中
ラ
を
ナ
と
し
、
ム
を
ラ
と
し
、
同

欄
ウ
中

｢

第
百
四
十
一
条
及
び
第
百
五
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合｣

を

｢

第
百
四
十
九
条
、
百

五
十
九
条
及
び
百
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
既
存
薬
種
商
及
び
既
存
配
置
販
売
業
者

に
係
る
も
の｣

に
改
め
、
同
欄
中
ウ
を
ム
と
し
、
ム
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ウ

施
行
規
則
第
十
五
条
の
四
第
二
項
及
び
薬
事
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

(

平

成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

改
正
省
令｣

と
い
う
。)

附

則
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
郵
便
等
販
売
の
届
出
に
係
る
書
類

(

既
存
一
般
販
売
業
者
に
係
る

も
の
を
除
く
。)

別
表
一
一
の
項
下
欄
中
マ
か
ら
ス
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

マ

施
行
規
則
第
百
四
十
八
条
第
一
項
及
び
改
正
省
令
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一
条
に
よ
る
改
正
前
の
施
行
規
則
第
百
四
十
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る
配
置
販
売
業
の
許
可
の
申
請
書

ケ

施
行
規
則
第
百
五
十
一
条
及
び
改
正
省
令
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一
条
に
よ
る
改
正
前
の
施
行
規
則
第
百
五
十
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
配
置
従
事
者
身
分
証
明
書
交
付
申
請
書

フ

施
行
規
則
第
百
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
卸
売
販
売
業
許
可
申
請
書

コ

施
行
規
則
第
百
五
十
九
条
の
七
に
規
定
す
る
販
売
従
事
登
録
の
申
請
に
係
る
書
類

エ

施
行
規
則
第
百
五
十
九
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
販
売
従
事
登
録
証

テ

施
行
規
則
第
百
五
十
九
条
の
九
に
規
定
す
る
登
録
販
売
者
名
簿
の
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出

に
係
る
書
類

ア

施
行
規
則
第
百
五
十
九
条
の
十
に
規
定
す
る
登
録
販
売
者
の
販
売
従
事
登
録
の
消
除
の
申
請

に
係
る
書
類

サ

施
行
規
則
第
百
五
十
九
条
の
十
一
に
規
定
す
る
登
録
販
売
者
の
販
売
従
事
登
録
証
の
書
換
え

交
付
の
申
請
に
係
る
書
類

キ

施
行
規
則
第
百
五
十
九
条
の
十
二
に
規
定
す
る
登
録
販
売
者
の
販
売
従
事
登
録
証
の
再
交
付

の
申
請
に
係
る
書
類

ユ

施
行
規
則
第
百
五
十
九
条
の
十
二
第
四
項
及
び
第
百
五
十
九
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
り
返
納

…
…
…
…
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…
…
…
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す
る
販
売
従
事
登
録
証

メ

施
行
規
則
第
百
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
又
は
賃
貸
業

の
許
可
の
申
請
書

ミ

改
正
省
令
附
則
第
四
条
に
規
定
す
る
継
続
既
存
薬
局
開
設
者
の
管
理
者
等
の
週
当
た
り
勤
務

時
間
数
の
届
出
に
関
す
る
書
類

シ

改
正
省
令
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第

一
条
に
よ
る
改
正
前
の
施
行
規
則
第
百
五
十
九
条
に
規
定
す
る
配
置
販
売
業
取
扱
品
目
変
更
又

は
追
加
申
請
書

ヱ

改
正
省
令
附
則
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第

一
条
に
よ
る
改
正
前
の
施
行
規
則
第
百
四
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
販
売
先
等
の
変
更
の
届

書
ヒ

薬
事
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

施
行
細
則｣

と
い
う
。)

第
九
条
の
承
認
整
理
届

(
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
承
認

に
係
る
も
の
に
限
る
。)

モ

施
行
細
則
第
十
一
条
に
規
定
す
る
配
置
従
事
者
の
身
分
証
明
書
書
換
え
交
付
申
請
書

セ

施
行
細
則
第
十
二
条
に
規
定
す
る
身
分
証
明
書
再
交
付
申
請
書

ス

施
行
細
則
第
十
三
条
に
規
定
す
る
身
分
証
明
書
返
納
届
書

別
表
一
一
の
項
下
欄
中
イ′
及
び
ロ′
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
公
告
式
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

薬
事
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
六
月
一
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
三
十
三
号

薬
事
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

薬
事
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
第
三
条
の
見
出
し
中

｢

薬
局
管
理
者｣

を

｢

薬
局
等
管
理
者｣

に
、

｢

薬
局
外
薬
事
従
事
者｣

を

｢

薬
局
等
外
薬
事
従
事
者｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

第
七
条
第
三
項
た
だ
し
書｣

の
下
に

｢

、
法
第

二
十
八
条
第
三
項
た
だ
し
書
又
は
法
第
三
十
五
条
第
三
項
た
だ
し
書｣

を
加
え
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中

｢

書
換｣

を

｢

書
換
え｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

法
第
七
条
第
三
項
た
だ

し
書｣

を

｢

前
条｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

薬
局
を
管
理
す
る
薬
剤
師｣

を

｢

前
条
の
規
定
に
よ

り
許
可
を
受
け
た
者｣

に
、

｢

当
該
薬
局｣

を

｢

当
該
薬
局
等｣

に
、

｢

薬
局
の
管
理｣

を

｢

薬
局
等

の
管
理｣

に
改
め
る
。

第
五
条
を
削
り
、
第
六
条
を
第
五
条
と
し
、
第
七
条
を
第
六
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

え
る
。

(

業
務
経
験
の
証
明)

第
七
条

店
舗
販
売
業
者
が
第
一
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与
す
る
店
舗
に
お
い
て
登
録
販

売
者
を
店
舗
管
理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
又
は
配
置
販
売
業
者
が
第
一
類
医
薬
品
を
配
置
に
よ

り
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与
す
る
区
域
に
お
い
て
登
録
販
売
者
を
区
域
管
理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る

と
き
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は

法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
の
際
に
、
様
式
第
八
号

に
よ
る
証
明
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

卸
売
販
売
業
者
が
そ
の
営
業
所
に
お
い
て
省
令
第
百
五
十
四
条
第
一
号
ロ
若
し
く
は
ハ
又
は
第
二

号
ロ
若
し
く
は
ハ
に
該
当
す
る
者
を
営
業
所
管
理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
法
第
三
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
の
規
定
に

よ
る
変
更
の
届
出
の
際
に
、
前
項
の
様
式
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
中

｢

省
令
第
百
五
十
九
条｣

を

｢

薬
事
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

(

平
成
二

十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
号
。
以
下

｢

改
正
省
令｣

と
い
う
。)

附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一
条
に
よ
る
改
正
前
の
省
令

(

以
下

｢

旧
省
令｣

と
い

う
。)

第
百
五
十
九
条｣

に
、

｢

又
は
特
例
販
売
業
者｣

を

｢

又
は
薬
事
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
九
号
。
以
下

｢

改
正
法｣

と
い
う
。)

附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
引

き
続
き
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
特
例
販
売
業
者｣

に
、

｢

様
式
第
八
号｣

を

｢

様
式
第
九
号｣

に

改
め
る
。
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第
九
条
中

｢

様
式
第
九
号｣

を

｢

様
式
第
十
号｣

に
改
め
る
。

第
十
条
中

｢

様
式
第
十
号｣

を

｢

様
式
第
十
一
号｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
中

｢

様
式
第
十
一
号｣

を

｢

様
式
第
十
二
号｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
中

｢

様
式
第
十
二
号｣

を

｢

様
式
第
十
三
号｣

に
、

｢

第
百
五
十
七
条
第
二
項
第
一
号｣

を

｢

第
百
五
十
一
条
第
二
項
第
一
号｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
改
正
法
附
則
第
十
条
に
規
定
す
る
既
存
配
置
販
売
業
者
又
は
そ
の
配
置
員
に
お
い
て
は
、

旧
省
令
第
百
五
十
七
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
写
真
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条
中

｢

様
式
第
十
三
号｣
を

｢

様
式
第
十
四
号｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

配
置
販
売
業
者
が
変
更
に
な
つ
た
と
き
。

第
十
四
条
中

｢

様
式
第
十
四
号｣

を

｢
様
式
第
十
五
号｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

｢

様
式
第
十
五

号｣

を

｢

様
式
第
十
六
号｣

に
、

｢

様
式
第
十
六
号｣

を

｢

様
式
第
十
七
号｣

に
改
め
る
。

第
十
五
条
中

｢

様
式
第
十
七
号｣

を

｢

様
式
第
十
八
号｣

に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第１号 (第３条関係)
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様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第２号 (第３条関係)
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｢薬
局

様
式
第
三
号
中

兼
務
許
可
証
書
換
交
付
申
請
書

を

一
般
販
売
業

｣

｢薬
局

店
舗
販
売
業
管
理
者
兼
務
許
可
証
書
換
え
交
付
申
請
書

に
、

卸
売
販
売
業

｣

｢１
正
副
２
通
を
提
出
す
る
こ
と
｡
｣

を
削
る
。

｢薬
局

様
式
第
四
号
中

兼
務
許
可
証
再
交
付
申
請
書

を

一
般
販
売
業

｣

｢薬
局

店
舗
販
売
業
管
理
者
兼
務
許
可
証
再
交
付
申
請
書

に
、

卸
売
販
売
業

｣

｢１
正
副
２
通
を
提
出
す
る
こ
と
｡
｣

を
削
る
。

｢薬
局

｢薬
局

様
式
第
五
号
中

を

店
舗
販
売
業

に
改
め
、

｢１
正
副
２
通
を
提
出
す
る
こ

一
般
販
売
業
｣

卸
売
販
売
業
｣

と

。｣

を
削
る
。

様
式
第
六
号
中

｢第
６
条
関
係
｣

を

｢第
５
条
関
係
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
七
号
中

｢第
７
条
関
係
｣

を

｢第
６
条
関
係
｣

に
、

｢管
理
薬
剤
師
｣

を

｢管
理
者
｣

に
改

め
る
。

様
式
第
十
七
号
を
様
式
第
十
八
号
と
し
、
様
式
第
十
四
号
か
ら
様
式
第
十
六
号
ま
で
を
一
様
式
ず
つ

繰
り
下
げ
、
様
式
第
十
三
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

� � � � ����������	 
�	 ����� ����

｢
｢

を

に
改
め
、

｣
｣

管
理
し
て
い

る
店
舗

管
理
し
て
い
る

薬
局
､
店
舗

又
は
営
業
所

｢
｢

を

に
改
め
、

｣
｣

管
理
し
て
い

る
店
舗

管
理
し
て
い
る

薬
局
､
店
舗

又
は
営
業
所



� � � � ����������	 
�	 ����� ��� �

様式第14号 (第13条関係)
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様
式
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第13号 (第12条関係)
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様
式
第
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第12号 (第11条関係)
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様
式
第
十
号
中

｢年
度
｣

を

｢年
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一
号
と
す
る
。

様
式
第
九
号
を
様
式
第
十
号
と
す
る
。

様
式
第
八
号
中

｢薬
事
法
施
行
規
則
第
159条

｣

を

｢改
正
省
令
附
則
第
12条

の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
省
令
第
159条

｣

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
九
号
と
し
、
様

式
第
七
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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様式第８号 (第７条関係)
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附

則

(
施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

改
正
法
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
既
存
一
般
販
売
業
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
五
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
は
、
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
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